
新たな地域医療構想について

資料２

医務課医療企画担当
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当県の二次医療圏は、中部医療圏を除いては、人口２０万人未満であり、構想区域
の見直し等の検討が必要。

現行の二次医療圏
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現在、小児専門医療や入院を要する小児救急医療については、佐賀県内で３つ（「中部+東
部」医療圏、「北部+西部」医療圏、「南部」医療圏）の小児医療圏を設定し、構築している。

新たな地域医療構想の区域点検・見直しについても、同様に検討を行う必要がある。
来年度以降、地域医療構想調整会議で協議する予定です。

（一例）

【参考】 小児救急の二次医療圏
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参考資料
（昨年度の会議資料から抜粋）
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